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　県では、子育て中の人が県内どこに住んで
いても、適切な子育て支援サービスを受けら
れ、サービスの充実を実感できるよう、一定
の要件を満たす市町村を「地域子育て応援タ
ウン」として認定し「子育て力」の向上を目指
しています。上尾市も3月25日にその認定証
が交付されました。
　子ども家庭課（市役所2階⑤番窓口）では、
子育て支援総合窓口を設置し、子育てについ
ての情報を提供したり相談などに応じたりし
ています。

住
民
票
な
ど
の
第
三
者
交
付
に
つ
い
て
の

本
人
通
知
制
度
を
開
始

市
民
課　

７
７
５-

５
１
２
８

　

７
７
５-

９
８
２
７

　

代
理
人
や
第
三
者
の
請
求
で
住
民
票
の

写
し
や
戸
籍
謄
本
な
ど
を
交
付
し
た
と

き
、
事
前
に
登
録
し
た
人
に
交
付
し
た
こ

と
を
通
知
す
る
制
度
を
開
始
し
ま
す
。
こ

れ
は
、
不
正
請
求
を
抑
止
し
、
不
正
利
用

を
早
期
発
見
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

▼
制
度
開
始
日　

６
月
１
日（
火
）

▼
登
録
で
き
る
人　

上
尾
市
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
か
、
戸
籍
に
記

載
さ
れ
て
い
る
人
、
ま
た
は
両
方
に
該
当

す
る
人

▼
登
録
方
法　

申
請
書（
市
民
課〈
市
役
所

１
階
７
番
窓
口
〉に
あ
る
。市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
印
鑑
、
自
動
車
運
転
免
許

証
な
ど
の
本
人
を
確
認
で
き
る
書
類
を
持

参
し
て
、
６
月
１
日
か
ら
直
接
、
市
民
課

へ３
月
定
例
市
議
会　

平
成
22
年
度

当
初
予
算
案
な
ど

を
可
決

庶
務
課　

７
７
５-

４
９
６
３

　

７
７
５-

９
８
１
９

　

３
月
定
例
市
議
会
は
、
２
月
24
日
〜
３

月
19
日
の
24
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
、
平

成
22
年
度
当
初
予
算
を
は
じ
め
、「
上
尾
市

路
上
喫
煙
の
防
止
に
関
す
る
条
例
」の
制

定
な
ど
の
議
案
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
う
ち
市
長
提
出
の
40
議
案
は
、
す
べ
て

原
案
ど
お
り
可
決
、
承
認
ま
た
は
同
意
さ

れ
ま
し
た
。

●
監
査
委
員
の
選
任

　

監
査
委
員
に
須
田
清
氏
を
選
任
す
る
こ

と
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

●
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任

　

公
平
委
員
会
委
員
に
河
原
塚
貴
美
代
氏

を
選
任
す
る
こ
と
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

環
境
保
全
活
動
を
行
う
団
体
に

補
助
金
を
交
付

環
境
政
策
課　

７
７
５-

６
９
２
５

　

７
７
５-

９
９
２
７

　

自
発
的
な
環
境
保
全
活
動
を
促
進
す
る

た
め
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象　

環
境
保
全
に
つ
い
て
、
次
の
①

〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
活
動
を
市

内
で
行
う
構
成
員
10
人
以
上
の
団
体

①
実
践
活
動

②
普
及
啓
発
活
動

③
調
査･

研
究
活
動

※
同
事
業
で
国
庫
補
助
金
や
県
補
助
金
な

ど
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

▼
補
助
金
額　

予
算
の
範
囲
内
で
市
長
が

定
め
る
額

▼
申
し
込
み　

申
請
書（
環
境
政
策
課〈
市

役
所
４
階
〉に
あ
る
）に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
、
６
月
30
日（
水
）ま
で
に
直
接
、
環

境
政
策
課
へ

市
職
員（
任
期
付
）募
集

納
税
課　

７
７
５-

５
１
９
４

　

７
７
５-

９
８
４
６

▼
募
集
人
数　

若
干
名　

▼
業
務
内
容　

市
税
の
滞
納
整
理　

▼
対
象　

県
・
都
税
事
務
な
ど
の
経
験
者

▼
勤
務
日
数　

週
３
、
４
日

▼
勤
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４

時
30
分（
休
憩
／
１
時
間
）

▼
任
用
期
間　

７
月
１
日（
木
）〜
平
成
23

年
３
月
31
日（
木
）　

※
平
成
25
年
３
月
31

日
ま
で
、１
年
ご
と
の
更
新
が
可
能
で
す
。

▼
申
し
込
み　

申
込
書（
５
月
６
日〈
木
〉

か
ら
納
税
課〈
市
役
所
２
階
〉で
配
布
）に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
５
月
17
日（
月
）

ま
で
に
直
接
、
納
税
課
へ

▼
選
考　

書
類
選
考
後
に
面
接
を
実
施　

※
詳
し
く
は
、
申
込
書（
募
集
要
項
）を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

「
交
通
安
全
推
進
市
町
村
」を
受
賞

市
民
安
全
課　

７
７
５-

５
１
３
８

　

７
７
５-

９
９
２
７

　

２
月
４
日
、
上
尾
市
が「
交
通
安
全
推
進

市
町
村
」と
し
て
、
県
交
通
安
全
対
策
協
議

会（
会
長
／
上
田
清
司
県
知
事
）か
ら
表
彰

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
協
力
と
各
交
通
安
全
関
係
団
体
の
積
極

的
な
取
り
組
み
に
よ
り
、
３
年
連
続
で
交

通
事
故
の
死
傷
者
数
を
減
ら
し
、
そ
の
減

少
率
が
高
い
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
も
の
で

す
。
今
後
も
、
交
通
事
故
が
減
少
す
る
よ

う
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

後
閑
小
径
県
少
子
化
対
策
局

長（
右
）か
ら
認
定
証
を
交
付

さ
れ
る
島
村
市
長

⇨子ども家庭課（ 775‒5044 ･ 774‒5342)

「地域子育て応援タウン」
に認定されました


